
◆
専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る
こ
と

に
つ
い
て
（
２
議
案
）

（
内
容
）
地
方
税
法
及
び
国
有
資
産

等
所
在
市
町
村
交
付
金
法
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
が
公
布
さ
れ
た
こ
と

に
よ
り
、
東
秩
父
村
税
条
例
お
よ
び

東
秩
父
村
国
民
健
康
保
険
税
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
必
要
が
生
じ
た
の

で
、
専
決
処
分
を
行
い
、
そ
の
承
認

を
求
め
る
も
の
で
す
。

◆
東
秩
父
村
税
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例

（
内
容
）
「
東
日
本
大
震
災
か
ら
の

復
興
に
関
し
地
方
公
共
団
体
が
実
施

す
る
防
災
の
た
め
の
施
策
に
必
要
な

財
源
の
確
保
に
係
る
地
方
税
の
臨
時

特
例
に
関
す
る
法
律
」
が
公
布
さ
れ

た
こ
と
に
よ
り
、
東
秩
父
村
税
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
も
の
で
す
。

◆
東
秩
父
村
印
鑑
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例

◆
東
秩
父
村
手
数
料
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例

◆
小
川
地
区
衛
生
組
合
の
規
約
変
更

に
つ
い
て ６

月
村
議
会
定
例
会
報
告

条
例
改
正
等

◆
埼
玉
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連

合
規
約
の
変
更
に
つ
い
て

（
内
容
）
住
民
基
本
台
帳
法
の
一
部

改
正
お
よ
び
外
国
人
登
録
法
の
廃
止

に
伴
い
、
東
秩
父
村
印
鑑
条
例
お
よ

び
東
秩
父
村
手
数
料
条
例
の
一
部
の

改
正
、
ま
た
、
小
川
地
区
衛
生
組
合

規
約
お
よ
び
埼
玉
県
後
期
高
齢
者
医

療
広
域
連
合
規
約
を
変
更
す
る
も
の

で
す
。 

◆
東
秩
父
村
教
育
委
員
会
委
員
の
任

命
に
つ
い
て

（
内
容
）
委
員
の
山
崎
康
次
氏
（
御

堂
）
が
平
成
24
年
７
月
31
日
を
も
っ

て
任
期
満
了
と
な
る
の
で
、
後
任
に

渡
辺
成
夫
氏
（
白
石
）
を
任
命
す
る

も
の
で
す
。

◆
東
秩
父
村
監
査
委
員
の
選
任
に
つ

い
て

（
内
容
）
議
会
選
出
監
査
委
員
の
足

立
理
助
氏
が
退
任
し
た
の
で
、
後
任

に
田
中
丈
司
氏
を
選
任
す
る
も
の
で

す
。

　
質
問　

東
秩
父
村
保
育
施
設
０
歳
児

か
ら
の
受
入
れ
等
に
つ
い
て

（
内
容
）
城
山
保
育
園
で
は
３
歳
児

か
ら
の
受
入
れ
を
し
て
い
る
が
、
０

歳
児
か
ら
の
受
入
れ
は
で
き
な
い
か
。

　

管
外
施
設
の
受
入
れ
人
数
の
内
訳

に
つ
い
て

答
弁　

現
在
の
保
育
所
入
所
に
つ
い

て
は
、
保
護
者
の
希
望
に
よ
り
、
入

所
申
込
み
先
保
育
所
を
自
由
選
択
で

き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
平
成

24
年
５
月
１
日
現
在
、
当
村
か
ら
他

市
町
村
へ
管
外
保
育
委
託
し
て
い
る

児
童
数
内
訳
は
、
ゆ
ず
の
木
保
育
園

（
寄
居
町
）
15
人
、
小
川
エ
ン
ゼ
ル

保
育
園
（
小
川
町
）
２
人
、
小
川
保

育
園
（
小
川
町
）
１
人
、
玉
川
保
育

園
（
と
き
が
わ
町
）
１
人
で
す
。

　

ど
の
よ
う
な
理
由
で
管
外
入
所
さ

れ
て
い
る
か
把
握
し
て
い
る
か
。

答
弁　

管
外
入
所
理
由
と
し
て
は
、

３
歳
未
満
低
年
齢
児
に
よ
る
理
由
５

人
、
低
年
齢
か
ら
の
管
外
継
続
入
所

１
人
、
保
護
者
の
通
勤
都
合
送
迎
の

利
便
性
に
よ
る
理
由
12
人
、
夜
８
時

ま
で
の
長
時
間
保
育
希
望
に
よ
る
理

由
１
人
と
な
っ
て
い
ま
す
。

８
階
層
で
５
万
２
０
０
０
円
で
す
。

こ
れ
は
国
基
準
額
の
半
額
で
、
当
村

の
保
育
料
は
県
全
体
か
ら
み
て
も
低

く
設
定
し
て
い
ま
す
。
平
成
23
年
度

の
保
育
料
全
体
を
単
に
入
所
児
童
数

で
割
っ
た
平
均
保
育
料
は
一
人
あ
た

り
月
額
１
万
２
９
３
９
円
で
す
。

　

村
で
は
、
全
員
受
入
れ
す
る
考
え

は
あ
る
か

答
弁　

２
歳
児
以
下
の
低
年
齢
児
も

出
生
数
の
低
下
に
よ
り
減
少
し
て
き

た
の
で
、
平
成
25
年
度
か
ら
低
年
齢

児
の
入
所
受
入
れ
を
検
討
し
て
い
ま

す
。
な
お
、
０
歳
児
に
つ
い
て
は
、

児
童
３
人
に
１
人
の
保
育
士
を
配
置

す
る
基
準
に
よ
り
、
保
育
士
の
増
員

を
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
人
件
費

も
か
か
る
こ
と
か
ら
、
真
に
保
育
に

欠
け
る
児
童
に
つ
い
て
の
み
、
今
ま

で
ど
お
り
管
外
委
託
で
対
応
し
て
い

く
予
定
で
す
。

質
問　

東
西
小
学
校
統
合
後
の
通
学

に
つ
い
て

（
内
容
）
通
学
方
法
と
そ
れ
に
関
す

る
通
学
費
の
問
題
に
つ
い
て

　

児
童
の
安
全
を
第
一
に
、
バ
ス
停

留
所
の
設
置
に
つ
い
て

答
弁　

安
全
第
一
と
い
う
考
え
を
基

本
に
、
バ
ス
事
業
者
と
２
回
交
渉
し

て
い
ま
す
。
バ
ス
事
業
者
か
ら
は
、

バ
ス
の
運
行
コ
ー
ス
を
和
紙
の
里
ま

で
延
長
し
、
途
中
に
「
や
ま
な
み
前
」

（
仮
称
）
、「
和
紙
の
里
」
（
仮
称
）

の
２
つ
の
バ
ス
停
留
所
を
設
け
て
対

一
般
質
問

　

管
外
施
設
へ
の
助
成
は
い
く
ら
か

（
施
設
別
に
）

答
弁　

管
外
保
育
委
託
先
の
保
育
所

に
は
、
助
成
で
は
な
く
国
で
定
め
た

制
度
の
中
で
保
育
単
価
基
準
額
を
毎

月
委
託
料
と
し
て
村
が
支
払
う
こ
と

に
な
り
ま
す
。
こ
の
保
育
単
価
基
準

額
は
、
保
育
所
が
認
定
を
受
け
て
い

る
規
模
お
よ
び
預
け
た
児
童
の
年
齢

別
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
の
で
、
同

じ
年
齢
の
児
童
を
委
託
し
た
場
合
で

も
保
育
所
毎
に
若
干
金
額
が
異
な
り

ま
す
。
平
成
23
年
度
の
委
託
料
実
績

は
、
施
設
別
に
、
ゆ
ず
の
木
保
育
園

１
３
５
０
万
８
６
５
０
円
、
小
川
エ

ン
ゼ
ル
保
育
園
４
２
５
万
１
５
８
０

円
、
小
川
保
育
園
１
６
５
万
９
２
４

０
円
、
嵐
山
若
草
保
育
園
１
３
２
万

７
９
０
０
円
、
玉
川
保
育
園
３
９
万

２
３
４
０
円
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

園
児
一
人
の
保
育
料
は
、
月
あ
た

り
い
く
ら
か

答
弁　

園
児
一
人
の
月
額
保
育
料
は
、

所
得
階
層
と
年
齢
に
よ
っ
て
異
な
り
、

一
律
い
く
ら
と
い
う
定
額
に
は
な
っ

て
い
ま
せ
ん
。
当
村
の
保
育
料
は
、

国
の
基
準
額
表
に
沿
っ
て
８
階
層
に

分
け
、
年
齢
に
よ
り
３
歳
未
満
児
、

３
歳
児
、
４
歳
児
以
上
の
３
つ
に
区

分
し
、
金
額
は
階
層
に
よ
り
国
の
基

準
額
の
50
％
か
ら
70
％
と
し
、
子
育

て
支
援
策
と
し
て
保
育
料
の
軽
減
を

図
っ
て
い
ま
す
。
当
村
の
保
育
料
で

最
も
高
い
額
は
、
３
歳
未
満
児
の
第

※
次
ペ
ー
ジ
へ
続
く

　

６
月
村
議
会
定
例
会
が
６
月
７
日
に
招
集
さ
れ
ま
し
た
。

　

議
会
で
は
、
左
記
の
９
議
案
が
審
議
さ
れ
、
い
ず
れ
の
議
案
も

原
案
の
と
お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

人
事
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件


